
患者様へのご案内 医療法人 万成病院 

万成病院・老人保健施設岡山リハビリテーションホーム、通所リハビリ・訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ 岡山ﾘﾊ・ｹ

ｱｽﾃｰｼｮﾝ、多機能型事業所ひまわり・しらゆりホーム／ひまわりホーム における書面掲示事項 

 

医療情報取得加算（病院） 

当院は、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関（医療情報取

得加算の算定医療機関）です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、診療報酬点数を算定いたします。 

在宅医療 DX 情報活用加算（訪問看護） 

医療 DX 推進の体制に関する事項及び質の高い在宅や訪問看護等を実施するための十分な情報を取得及び活用することにより、質の高い医療の提供に努め

ている訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ（在宅医療 DX 情報活用加算の算定訪問看護施設）です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、診療報酬点数を算定いたします。 

明細書発行体制等加算 

当院は療担規則に則り明細書については無償で交付いたします。 

後発医薬品使用体制加算（病院） 

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。現在、一部の医薬品について十分な供給が

難しい状況が続いています。 当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して、適切な対応ができる体制を整備して

おります。なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありま

したら当院職員までご相談ください。ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

通院・在宅精神療法 

(1) 患者ごとの相談内容に応じたケースマネジメントを行っていること。 

(2) 障害福祉サービス等の利用に係る相談を行っていること。 

(3) 介護保険に係る相談を行っていること。 

(4) 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員からの相談に適切に対応す ること。 

(5) 市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等との連携を行っていること。 

(6) 精神科病院等に入院していた患者の退院後支援を行っていること。 



(7) 身体疾患に関する診療又は他の診療科との連携を行っていること。 

(8) 健康相談、予防接種に係る相談を行っていること。 

(9) 可能な限り向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控えていること。 
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